
令和２年１２月２３日 

株式会社ゼネラルリンクに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、株式会社ゼネラルリンク（以下「ゼネラルリンク」といいま

す。）に対し、同社が供給する「マカミア」と称する食品に係る表示について、景

品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を発出しまし

た。 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社ゼネラルリンク（法人番号 1011001045024） 

  所 在 地 東京都渋谷区渋谷二丁目１２番９号 

代 表 者 代表取締役 廣瀬 真一郎 

設立年月 平成１６年９月 

資 本 金 ８８３７万４３５１円（令和２年１２月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「マカミア」と称する食品（以下「本件商品」という。）

⑵ 課徴金対象行為

ア 表示媒体

  別表「表示媒体」欄記載のウェブサイト 

イ 課徴金対象行為をした期間

令和元年１１月２５日から令和２年２月５日までの間

ウ 表示内容（表示例：別紙１及び別紙２）

例えば、令和元年１１月２５日から令和２年２月５日までの間、「ｎｅｎ

ｎｅ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「自然環境の厳しい南米ペルー

産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめ

とする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が１９０％高ま

ることが示されました。」等と表示し、令和２年１月９日から同年１月１６

日までの間、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもか

かわらず第三者が運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称

するウェブサイトにおいて、「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活サプ

リ総合ランキング！」、「マカミア（ネンネ）」、「授かり率が１９０％ＵＰす

る妊活サプリ」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表
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「表示媒体」欄記載のウェブサイトにおいて、同表「表示内容」欄記載のと

おり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、著し

く妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

  エ 実際 

    前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基

づき、ゼネラルリンクに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。し

かし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである

とは認められないものであった。 

 

⑶ 課徴金対象期間 

  令和元年１１月２５日から令和２年４月１７日までの間 

 

⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

  ゼネラルリンクは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠

資料を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

 

⑸ 命令の概要（課徴金の額） 

  ゼネラルリンクは、令和３年７月２６日までに、１９３万円を支払わなけれ

ばならない。 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話 ０３（３５０７）９２３８ 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

令和元年１

１月２５日

から令和２

年２月５日

までの間 

「ｎｅｎｎ

ｅ」と称する

自社ウェブ

サイト 

・乳児に寄り添う人物の写真及び本件商品の写真と共に、「な

んで…またダメ？の繰り返し…」、「私はこれで、授かりま

した！」、「ご愛顧いただき満足度８７％」、「妊活トータ

ルサポートサプリ マカミア」、「大学名誉教授開発！ 高

機能 マカ２００ｍｇ」、「厚生労働省推奨！モノグルタミ

ン酸型 葉酸４００μｇ」、「栄養機能食品 亜鉛、ビタミ

ンＢ６、ビタミンＥ」、「妊娠有用成分 コエンザイムＱ１

０ フルボ酸」及び「たった２粒にぎゅっ！」と記載 

・「マカミアは、女性本来のバランスと巡りを整え、授かりや

すい体に導いてくれるサプリメントです。」、「自然環境の

厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダ

ーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによ

る機能性試験において、授かり率が１９０％高まることが示

されました。」、「さらに、厚生労働省推奨の葉酸、栄養機

能食品のミネラルやビタミン、コエンザイムＱ１０やフルボ

酸をたっぷりと配合し、より実感のある妊活へと導きます。」

及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発した商品は、た

った２粒で飲みやすく、医薬品レベルの品質管理で、安心し

て続けていただけます。」 

・「こんな方にオススメします」及び「✓ 月のリズムが不定

期」 

・「マカミアの特長」、「授かり率１９０％ＵＰ！独自処方『Ｂ

ＡＳＩＳマカ』配合」、「マカは南米ペルー原産の根菜で、

古くから滋養強壮、女性の不妊改善効果などがあるとされ、

現在では多くの商品にも使われています。」、「『マカミア』

配合のマカは大学教授をはじめとする共同研究チームによる

機能性試験において『授かり力』が高まることが示されまし

た。」及び「配合している強壮なマカはアンデス高地産で、

日中の強烈な太陽光線、夜の氷点下の気温、他の作物は栽培

できないような痩せた土地で育てています。その強壮なマカ

の力を最大限に引き出すため、独自製法のエキスパウダーと

して製造に成功したのが『ＢＡＳＩＳマカ』です。」 

・「『モノグルタミン酸型葉酸』配合」及び「厚生労働省も摂

取を推奨している『モノグルタミン酸型葉酸』を４００μｇ

配合。妊活中・妊娠初期に通常時の約３倍必要な葉酸（食事

性）が『マカミア』なら推奨量が手軽に補えます。フカフカ

の卵のベッドとなり、卵をしっかり守り定着させてくれます。

別表 
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赤ちゃんの先天性障害の予防にもなります。」 

・「栄養機能性食品の成分が２粒に」及び「『マカミア』は妊

活中に不足しがちな亜鉛、ビタミンＢ６、ビタミンＥをたっ

ぷり配合した栄養機能食品です。女性バランスを整え巡りも

よくなり、赤ちゃんを授かりやすい体に導いてくれます。」

・「『コエンザイム１０Ｑ』『フルボ酸』配合」及び「年齢を

重ねると生きる上で体の重要な部分にエネルギーが使われ、

若々しさや修復は後回しにされてしまいます。そこで、『マ

カミア』には、優先的に卵を元気づけてくれる『コエンザイ

ムＱ１０』と『フルボ酸』を高配合しています。」

・「お客様の声」、「嬉しくって涙が出ました。結婚してから

３年が過ぎた時に、周りの目が気になり始めました。排卵日

を狙っても、不妊治療に通っても、なかなかできず諦めかけ

ていました。そんな時に先輩ママに紹介され飲み始めたとこ

ろ、念願の赤ちゃんを授かることができました！」及び「葉

酸以外の栄養成分も配合されていて安心 妊活を始める時

に、どのサプリが一番自分に合うサプリか分からず迷ってい

ました。そんな時、自分にも赤ちゃんの健康も優しく助けて

くれるこのサプリに出会いました。『授かり力１９０％』と

いうだけあり、私も無事に赤ちゃんを授かりました。」

令和２年１

月９日から

同月１６日

までの間 

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「妊活

ガイド」と称

するウェブ

サイト

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活サプリ総合ランキ

ング！」

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがあります。」、

「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵した卵子と精

子が出会い受精し、着床する必要があります。全ての過程を

クリアしなければ、当然、妊娠には至りません。」、「なの

で、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』『受精』『着床』

をトータルケアできるかを確認しましょう。」、「また、同

じ成分でも、産地や製法によっても効果が変わるので、臨床

試験などで科学的に効果が証明された成分を選びましょ

う。」、「例えば、ある大学名誉教授が開発した原料では、

第三者機関の機能性試験において妊娠率が１９０％向上する

という驚きの結果がもたらされています。」、「ＰＯＩＮＴ

① 『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートできる

商品を選ぼう！ ＰＯＩＮＴ② 効果試験などによるしっか

りとした科学的根拠がある商品を選ぼう！」及び「この判断

基準を参考にして、賢く商品を選択されることをおすすめし

ます。」 
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・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰする

妊活サプリ」

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高ま

る独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリです。」、

「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタミン酸型葉

酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合し妊娠の３ス

テップ『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートして

くれます。」及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発し

た商品は、１日たった２粒で飲みやすいです。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★★

★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミンＢ」、

「受精サポート ★★★★★ ビタミンＥ、コエンザイムＱ

１０、フルボ酸、メロングリソディン、オレアビータ、レス

ベラトロール」、「着床サポート ★★★★☆ モノグルタ

ミン酸型葉酸（４００μｇ）、ビタミンＥ、ビタミンＢ２」、

「栄養機能食品 ★★★★★ ビタミンＢ６、ビタミンＥ」

及び「効果試験 ★★★★★ 機能性試験済み」 

・「総合評価」、「妊娠中に必要な栄養素で葉酸がよく話題に

なりますが、授かるためには葉酸だけでは不十分で、授かり

たいなら、妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着床』の対

策が必要になります。」、「マカミアは、厚生労働省推奨『モ

ノグルタミン酸型葉酸４００μｇ』とビタミンＥを配合し着

床をサポート。受精サポートには、コエンザイムＱ１０やフ

ルボ酸が働きかけてくれます。」、「そして排卵サポートに

は、授かり率が１９０％（機能性試験より）高まる独自製法

『ＢＡＳＩＳマカ』を配合しています。妊活で話題に上がる

マカですが、効果試験を行うなど、エビデンスがあるマカは

稀です。」、「ＢＡＳＩＳマカはペルー・ボンボン高原（原

産地）のマカを厳選。妊活にうれしいグルコシノレート類な

どの２８種の薬効成分が豊富かつバランスよく含有していま

す。その薬効成分を最大限に活かす独自製法でエキスパウダ

ーとして抽出することに成功しています。」及び「リニュー

アルに伴い新成分追加で妊娠の３ステップ『排卵』『受精』

『着床』をトータルでサポートする力がより一層ＵＰし評価

が高くなっています。」 

令和元年１

２月２４日

から令和２

年１月１６

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活マカサプリ総合

ランキング！」

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがありま
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日までの間 定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「妊活

マカガイド」

と称するウ

ェブサイト 

す。」、「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵し

た卵子と精子が出会い受精し、着床する必要があります。

全ての過程をクリアしなければ、当然、妊娠には至りませ

ん。」、「なので、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』

『受精』『着床』をトータルケアできるかを確認しましょ

う。」、「また、同じ成分でも、産地や製法によっても効

果が変わるので、臨床試験などで科学的に効果が証明され

た成分を選びましょう。」、「例えば、ある大学名誉教授

が開発した原料では、第三者機関の機能性試験において妊

娠率が１９０％向上するという驚きの結果がもたらされ

ています。」、「ＰＯＩＮＴ① 『排卵』『受精』『着床』

をトータルでサポートできる商品を選ぼう！ ＰＯＩＮ

Ｔ② 効果試験などによるしっかりとした科学的根拠が

ある商品を選ぼう！」及び「この判断基準を参考にして、

賢く商品を選択されることをおすすめします。」 

・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰす

る妊活サプリ」

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高

まる独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリで

す。」、「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタ

ミン酸型葉酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合

し妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着床』をトータル

でサポートしてくれます。」及び「妊活経験者３人が実体

験をもとに開発した商品は、１日たった２粒で飲みやすい

です。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★

★★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミン

Ｂ６」、「受精サポート ★★★★★ コエンザイムＱ１

０、フルボ酸、ビタミンＥ、メロングリソディン、オレア

ビータ、レスベラトロール」、「着床サポート ★★★★

☆ 葉酸、ビタミンＥ、ビタミンＢ２」、「栄養機能食品

★★★★★ 亜鉛、ビタミンＢ６、ビタミンＥ」及び「効

果試験 ★★★★★ 検証済み」 

・「総合評価」、「妊活で話題に上がるマカですが、効果試

験を行うなど、科学的根拠のあるマカは稀です。」、「マ

カミアに配合された独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』は、第三

者機関で行った妊娠に関する機能性試験をクリアしてい

ます！」、「ＢＡＳＩＳマカはペルー・ボンボン高原（原

産地）のマカを厳選。妊活にうれしいグルコシノレート類
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などの２８種の薬効成分が豊富かつバランスよく含有し

ています。その薬効成分を最大限に活かす独自製法でエキ

スパウダーとして抽出することに成功しています。」及び

「リニューアルに伴い新成分追加で妊娠の３ステップ『排

卵』『受精』『着床』をトータルでサポートする力がより

一層ＵＰし評価が高くなっています。」 

令和２年１

月９日から

同月１６日

までの間 

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「不妊

対策ガイド」

と称するウ

ェブサイト 

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の不妊対策サプリ総合

ランキング！」

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがありま

す。」、「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵し

た卵子と精子が出会い受精し、着床する必要があります。

全ての過程をクリアしなければ、当然、妊娠には至りませ

ん。」、「なので、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』

『受精』『着床』をトータルケアできるかを確認しましょ

う。」、「また、同じ成分でも、産地や製法によっても効

果が変わるので、臨床試験などで科学的に効果が証明され

た成分を選びましょう。」、「例えば、ある大学名誉教授

が開発した原料では、第三者機関の機能性試験において妊

娠率が１９０％向上するという驚きの結果がもたらされ

ています。」、「ＰＯＩＮＴ① 『排卵』『受精』『着床』

をトータルでサポートできる商品を選ぼう！ ＰＯＩＮ

Ｔ② 効果試験などによるしっかりとした科学的根拠が

ある商品を選ぼう！」及び「この判断基準を参考にして、

賢く商品を選択されることをおすすめします。」 

・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰす

る不妊対策サプリ」

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高

まる独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリで

す。」、「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタ

ミン酸型葉酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合

し妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着床』をトータル

でサポートしてくれます。」及び「妊活経験者３人が実体

験をもとに開発した商品は、１日たった２粒で飲みやすい

です。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★

★★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミン

Ｂ」、「受精サポート ★★★★★ ビタミンＥ、コエン

ザイムＱ１０、フルボ酸、メロングリソディン、オレアビ
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ータ、レスベラトロール」、「着床サポート ★★★★☆

 モノグルタミン酸型葉酸、ビタミンＥ、ビタミンＢ２」、

「栄養機能食品 ★★★★★ 亜鉛、ビタミンＢ６、ビタ

ミンＥ」及び「効果試験 ★★★★★ 検証済み」 

・「総合評価」、「不妊対策ではよく卵子の質やミトコンド

リアが話題になりますが、授かるためには卵子対策だけで

は不十分で、授かりたいなら、妊娠の３ステップ『排卵』

『受精』『着床』の対策が必要になります。」、「マカミ

アは、コエンザイムＱ１０やフルボを配合し受精をサポー

ト。着床サポートには、酸厚生労働省推奨『モノグルタミ

ン酸型葉酸４００μｇ』とビタミンＥが働きかけてくれま

す。」、「そして排卵サポートには、授かり率が１９０％

（機能性試験より）高まる独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を

配合しています。妊活で話題に上がるマカですが、効果試

験を行うなど、エビデンスがあるマカは稀です。」、「Ｂ

ＡＳＩＳマカはペルー・ボンボン高原（原産地）のマカを

厳選。妊活にうれしいグルコシノレート類などの２８種の

薬効成分が豊富かつバランスよく含有しています。その薬

効成分を最大限に活かす独自製法でエキスパウダーとし

て抽出することに成功しています。」及び「リニューアル

に伴い新成分追加で妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着

床』をトータルでサポートする力がより一層ＵＰし評価が

高くなっています。」 

 

 

 

 

8



9

hf118
テキストボックス

hf118
テキストボックス

hf118
テキストボックス

hf118
テキストボックス

hf118
テキストボックス
別紙１

HD132
テキストボックス
「ｎｅｎｎｅ」と称する自社ウェブサイト



10

hf118
テキストボックス

HD132
テキストボックス

HD132
テキストボックス



11



12



13

HE171
テキストボックス
別紙２

HD132
テキストボックス
「妊活ガイド」と称するウェブサイト



14

hf118
テキストボックス



15

HE171
スタンプ



○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

（参考１） 
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に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置
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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計
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算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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制
度
開
始
日

目 的 課
徴

金
納
付

命
令

（
第
８
条
）

・
対
象

行
為

：
優
良
誤
認
表
示
行
為
、
有
利
誤
認
表
示
行
為
を
対
象
と
す
る
。

・
課
徴

金
額
の
算
定
：
対
象
商
品
・
役
務
の
売
上
額
に
３
％
を
乗
じ
る
。

・
対
象

期
間

：
３
年
間
を
上
限
と
す
る
。

・
主
観

的
要
素

：
違
反
事
業
者
が
不
当
な
表
示
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら

な
い
こ
と
に
つ
き
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
者
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

・
規
模

基
準

：
課
徴
金
額
が
15
0万

円
未
満

と
な
る
場
合
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

除
斥

期
間

（
第
12
条
第
７

項
）

違
反
行
為
を
や
め
た
日
か
ら
５
年
を
経

過
し
た
と
き
は
、
課
徴
金
を
賦

課
し
な
い
。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴
金
対
象
行
為
に

該
当
す
る
事
実
を
報
告
し
た
事
業
者
に
対
し
、

課
徴
金
額
の
２
分

の
１
を
減
額
す
る
。

平
成
28
年
４
月
１
日

賦
課

手
続

（
第
13
条
）

違
反
事
業
者
に
対
す
る
手

続
保
障
と
し
て
、
弁
明
の
機
会
を

付
与
す
る
。

１
：

実
施

予
定

返
金
措

置
計
画

の
作

成
・認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報

告

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
以
上
の
場
合

課
徴

金
額
の

減
額

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
未
満
の
場

合

事
業

者
が

所
定

の
手

続
に

沿
っ

て
返

金
措
置
を
実

施
し

た
場
合

は
、

課
徴

金
を

命
じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な
い

返
金
措
置
の
実
施
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
1
0条

・
第

11
条

）

※
返
金
措
置

＝
対
象
商
品
・
役
務
の
取
引
を
し
た
こ
と
が
特
定
さ
れ
る
一
般
消

費
者
か
ら
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
申
出
を

し
た
一
般
消
費
者
の

購
入
額
に
３
％
を
乗
じ
た
額
以
上
の
金
銭
を
交
付
す

る
措
置
。

事
業
者
は
、
実
施
予
定

返
金
措
置
計
画
に
沿
っ
て
返
金
措
置
を
実
施
す
る
。

返
金
措
置
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
事
業
者
は
、
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
を
作
成

し
、

消
費
者
庁
長
官
の
認
定
を
受

け
る
。

不
実
証
広
告
規
制
に

係
る
表
示
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
表
示
の
裏

付
け
と
な
る
合
理
的

な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
表

示
を
優
良
誤
認
表
示

と
推
定
し
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

不
当

な
表
示

に
よ

る
顧

客
の

誘
引

を
防

止
す

る
た

め
、

不
当

な
表

示
を
行

っ
た

事
業

者
に

対
す

る
課

徴
金

制
度

を
導

入
す
る
と

と
も

に
、

被
害
回

復
を

促
進

す
る

観
点
か

ら
返

金
に

よ
る
課

徴
金

額
の

減
額

等
の
措

置
を

講
ず

る
。

課
徴

金
制

度
の

概
要

（参考３）
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1 

消表対第１８９０号 

令和２年１２月２３日 

株式会社ゼネラルリンク 

代表取締役 廣瀬 真一郎 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子  

（公印省略）  

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「マカミア」と称する食品（以下「本件商品」という。）の取引

について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」

という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行ってい

たので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主   文 

 株式会社ゼネラルリンク（以下「ゼネラルリンク」という。）は、課徴金として金１９３

万円を令和３年７月２６日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、ゼネラルリンクが自己の供給する本件商品の取引に関し行

った表示は、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件

商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すこと

により、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同

条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ

る。 

イ(ｱ)ｱゼネラルリンクが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令和元年１１月２５

日から令和２年２月５日までの間である。 

(ｲ) ゼネラルリンクは、本件商品について、前記１の課徴金対象行為をやめた後その

やめた日から６月を経過する日前の令和２年４月１７日に、前記１の課徴金対象

行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

別添 
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択を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示防止法

施行規則（平成２８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると認め

られるところ、ゼネラルリンクが前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措

置をとった日までの間に最後に取引をした日は、令和２年４月１７日である。 

 (ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和元年１１月２５日から令和２年４月１７日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るゼネラルリンクの売上

額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の

規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、６４６１万２９４１

円である。 

エ ゼネラルリンクは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に

確認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行

為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第

１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でな

いとは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、ゼネラルリンクが国庫に納付しなければならない課徴金の

額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００分

の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り

捨てて算出した１９３万円である。 
 

 よって、ゼネラルリンクに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり

命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 
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（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起

することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ゼネラルリンク（以下「ゼネラルリンク」という。）は、東京都渋谷区渋谷二

丁目１２番９号に本店を置き、広告代理業、通信販売業等を営む事業者である。 

２ ゼネラルリンクは、「マカミア」と称する食品（以下「本件商品」という。）を通信販

売の方法により一般消費者に販売している。 

３ ゼネラルリンクは、本件商品に係る別表「表示媒体」欄記載のウェブサイトの表示内容

を自ら決定している。 

４⑴  ゼネラルリンクは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和元年１

１月２５日から令和２年２月５日までの間、「ｎｅｎｎｅ」と称する自社ウェブサイト

において、「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダー

として抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授か

り率が１９０％高まることが示されました。」等と表示し、令和２年１月９日から同月

１６日までの間、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわ

らず第三者が運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称するウェブサイ

トにおいて、「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活サプリ総合ランキング！」、「マ

カミア（ネンネ）」、「授かり率が１９０％ＵＰする妊活サプリ」等と表示するなど、

別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブサイトにおいて、

同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取する

ことにより、著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

⑵  消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７

年法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第

３項の規定に基づき、ゼネラルリンクに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ゼネラルリンクは、当該期間内に表示

に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものであるとは認められないものであった。 
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                                                                               別表 

表示期間 表示媒体 表示内容 

令和元年１

１月２５日

から令和２

年２月５日

までの間 

「ｎｅｎｎ

ｅ」と称する

自社ウェブ

サイト 

・乳児に寄り添う人物の写真及び本件商品の写真と共に、「な

んで…またダメ？の繰り返し…」、「私はこれで、授かりま

した！」、「ご愛顧いただき満足度８７％」、「妊活トータ

ルサポートサプリ マカミア」、「大学名誉教授開発！ 高

機能 マカ２００ｍｇ」、「厚生労働省推奨！モノグルタミ

ン酸型 葉酸４００μｇ」、「栄養機能食品 亜鉛、ビタミ

ンＢ６、ビタミンＥ」、「妊娠有用成分 コエンザイムＱ１

０ フルボ酸」及び「たった２粒にぎゅっ！」と記載 

・「マカミアは、女性本来のバランスと巡りを整え、授かりや

すい体に導いてくれるサプリメントです。」、「自然環境の

厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダ

ーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによ

る機能性試験において、授かり率が１９０％高まることが示

されました。」、「さらに、厚生労働省推奨の葉酸、栄養機

能食品のミネラルやビタミン、コエンザイムＱ１０やフルボ

酸をたっぷりと配合し、より実感のある妊活へと導きます。」

及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発した商品は、た

った２粒で飲みやすく、医薬品レベルの品質管理で、安心し

て続けていただけます。」 

・「こんな方にオススメします」及び「✓ 月のリズムが不定

期」 

・「マカミアの特長」、「授かり率１９０％ＵＰ！独自処方『Ｂ

ＡＳＩＳマカ』配合」、「マカは南米ペルー原産の根菜で、

古くから滋養強壮、女性の不妊改善効果などがあるとされ、

現在では多くの商品にも使われています。」、「『マカミア』

配合のマカは大学教授をはじめとする共同研究チームによる

機能性試験において『授かり力』が高まることが示されまし

た。」及び「配合している強壮なマカはアンデス高地産で、

日中の強烈な太陽光線、夜の氷点下の気温、他の作物は栽培

できないような痩せた土地で育てています。その強壮なマカ

の力を最大限に引き出すため、独自製法のエキスパウダーと

して製造に成功したのが『ＢＡＳＩＳマカ』です。」 

・「『モノグルタミン酸型葉酸』配合」及び「厚生労働省も摂

取を推奨している『モノグルタミン酸型葉酸』を４００μｇ

配合。妊活中・妊娠初期に通常時の約３倍必要な葉酸（食事
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性）が『マカミア』なら推奨量が手軽に補えます。フカフカ

の卵のベッドとなり、卵をしっかり守り定着させてくれます。

赤ちゃんの先天性障害の予防にもなります。」 

・「栄養機能性食品の成分が２粒に」及び「『マカミア』は妊

活中に不足しがちな亜鉛、ビタミンＢ６、ビタミンＥをたっ

ぷり配合した栄養機能食品です。女性バランスを整え巡りも

よくなり、赤ちゃんを授かりやすい体に導いてくれます。」 

・「『コエンザイム１０Ｑ』『フルボ酸』配合」及び「年齢を

重ねると生きる上で体の重要な部分にエネルギーが使われ、

若々しさや修復は後回しにされてしまいます。そこで、『マ

カミア』には、優先的に卵を元気づけてくれる『コエンザイ

ムＱ１０』と『フルボ酸』を高配合しています。」 

・「お客様の声」、「嬉しくって涙が出ました。結婚してから

３年が過ぎた時に、周りの目が気になり始めました。排卵日

を狙っても、不妊治療に通っても、なかなかできず諦めかけ

ていました。そんな時に先輩ママに紹介され飲み始めたとこ

ろ、念願の赤ちゃんを授かることができました！」及び「葉

酸以外の栄養成分も配合されていて安心 妊活を始める時

に、どのサプリが一番自分に合うサプリか分からず迷ってい

ました。そんな時、自分にも赤ちゃんの健康も優しく助けて

くれるこのサプリに出会いました。『授かり力１９０％』と

いうだけあり、私も無事に赤ちゃんを授かりました。」 

令和２年１

月９日から

同月１６日

までの間 

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「妊活

ガイド」と称

するウェブ

サイト 

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活サプリ総合ランキ

ング！」 

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがあります。」、

「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵した卵子と精

子が出会い受精し、着床する必要があります。全ての過程を

クリアしなければ、当然、妊娠には至りません。」、「なの

で、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』『受精』『着床』

をトータルケアできるかを確認しましょう。」、「また、同

じ成分でも、産地や製法によっても効果が変わるので、臨床

試験などで科学的に効果が証明された成分を選びましょ

う。」、「例えば、ある大学名誉教授が開発した原料では、

第三者機関の機能性試験において妊娠率が１９０％向上する

という驚きの結果がもたらされています。」、「ＰＯＩＮＴ

① 『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートできる
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商品を選ぼう！ ＰＯＩＮＴ② 効果試験などによるしっか

りとした科学的根拠がある商品を選ぼう！」及び「この判断

基準を参考にして、賢く商品を選択されることをおすすめし

ます。」 

・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰする

妊活サプリ」 

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高ま

る独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリです。」、

「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタミン酸型葉

酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合し妊娠の３ス

テップ『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートして

くれます。」及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発し

た商品は、１日たった２粒で飲みやすいです。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★★

★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミンＢ」、

「受精サポート ★★★★★ ビタミンＥ、コエンザイムＱ

１０、フルボ酸、メロングリソディン、オレアビータ、レス

ベラトロール」、「着床サポート ★★★★☆ モノグルタ

ミン酸型葉酸（４００μｇ）、ビタミンＥ、ビタミンＢ２」、

「栄養機能食品 ★★★★★ ビタミンＢ６、ビタミンＥ」

及び「効果試験 ★★★★★ 機能性試験済み」 

・「総合評価」、「妊娠中に必要な栄養素で葉酸がよく話題に

なりますが、授かるためには葉酸だけでは不十分で、授かり

たいなら、妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着床』の対

策が必要になります。」、「マカミアは、厚生労働省推奨『モ

ノグルタミン酸型葉酸４００μｇ』とビタミンＥを配合し着

床をサポート。受精サポートには、コエンザイムＱ１０やフ

ルボ酸が働きかけてくれます。」、「そして排卵サポートに

は、授かり率が１９０％（機能性試験より）高まる独自製法

『ＢＡＳＩＳマカ』を配合しています。妊活で話題に上がる

マカですが、効果試験を行うなど、エビデンスがあるマカは

稀です。」、「ＢＡＳＩＳマカはペルー・ボンボン高原（原

産地）のマカを厳選。妊活にうれしいグルコシノレート類な

どの２８種の薬効成分が豊富かつバランスよく含有していま

す。その薬効成分を最大限に活かす独自製法でエキスパウダ

ーとして抽出することに成功しています。」及び「リニュー

アルに伴い新成分追加で妊娠の３ステップ『排卵』『受精』
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『着床』をトータルでサポートする力がより一層ＵＰし評価

が高くなっています。」 

令和元年１

２月２４日

から令和２

年１月１６

日までの間 

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「妊活

マカガイド」

と称するウ

ェブサイト 

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の妊活マカサプリ総合ラ

ンキング！」 

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがあります。」、

「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵した卵子と精

子が出会い受精し、着床する必要があります。全ての過程を

クリアしなければ、当然、妊娠には至りません。」、「なの

で、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』『受精』『着床』

をトータルケアできるかを確認しましょう。」、「また、同

じ成分でも、産地や製法によっても効果が変わるので、臨床

試験などで科学的に効果が証明された成分を選びましょ

う。」、「例えば、ある大学名誉教授が開発した原料では、

第三者機関の機能性試験において妊娠率が１９０％向上する

という驚きの結果がもたらされています。」、「ＰＯＩＮＴ

① 『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートできる

商品を選ぼう！ ＰＯＩＮＴ② 効果試験などによるしっか

りとした科学的根拠がある商品を選ぼう！」及び「この判断

基準を参考にして、賢く商品を選択されることをおすすめし

ます。」 

・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰする

妊活サプリ」 

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高ま

る独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリです。」、

「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタミン酸型葉

酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合し妊娠の３ス

テップ『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートして

くれます。」及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発し

た商品は、１日たった２粒で飲みやすいです。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★★

★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミンＢ６」、

「受精サポート ★★★★★ コエンザイムＱ１０、フルボ

酸、ビタミンＥ、メロングリソディン、オレアビータ、レス

ベラトロール」、「着床サポート ★★★★☆ 葉酸、ビタ

ミンＥ、ビタミンＢ２」、「栄養機能食品 ★★★★★ 亜

鉛、ビタミンＢ６、ビタミンＥ」及び「効果試験 ★★★★
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★ 検証済み」 

・「総合評価」、「妊活で話題に上がるマカですが、効果試験

を行うなど、科学的根拠のあるマカは稀です。」、「マカミ

アに配合された独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』は、第三者機関

で行った妊娠に関する機能性試験をクリアしています！」、

「ＢＡＳＩＳマカはペルー・ボンボン高原（原産地）のマカ

を厳選。妊活にうれしいグルコシノレート類などの２８種の

薬効成分が豊富かつバランスよく含有しています。その薬効

成分を最大限に活かす独自製法でエキスパウダーとして抽出

することに成功しています。」及び「リニューアルに伴い新

成分追加で妊娠の３ステップ『排卵』『受精』『着床』をト

ータルでサポートする力がより一層ＵＰし評価が高くなって

います。」 

令和２年１

月９日から

同月１６日

までの間 

実際には自

社が運営し

その表示内

容を自ら決

定している

にもかかわ

らず第三者

が運営する

ものである

かのように

装った「不妊

対策ガイド」

と称するウ

ェブサイト 

・「妊娠率１９０％ＵＰも！？今話題の不妊対策サプリ総合ラ

ンキング！」 

・「妊娠率を上げる『妊活サプリの選び方』ポイント２つ」、

「答えはシンプルで妊娠のステップにヒントがあります。」、

「排卵→受精→着床」、「妊娠するには、排卵した卵子と精

子が出会い受精し、着床する必要があります。全ての過程を

クリアしなければ、当然、妊娠には至りません。」、「なの

で、妊活サプリを選ぶ時は、まず『排卵』『受精』『着床』

をトータルケアできるかを確認しましょう。」、「また、同

じ成分でも、産地や製法によっても効果が変わるので、臨床

試験などで科学的に効果が証明された成分を選びましょ

う。」、「例えば、ある大学名誉教授が開発した原料では、

第三者機関の機能性試験において妊娠率が１９０％向上する

という驚きの結果がもたらされています。」、「ＰＯＩＮＴ

① 『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートできる

商品を選ぼう！ ＰＯＩＮＴ② 効果試験などによるしっか

りとした科学的根拠がある商品を選ぼう！」及び「この判断

基準を参考にして、賢く商品を選択されることをおすすめし

ます。」 

・「マカミア（ネンネ）」及び「授かり率が１９０％ＵＰする

不妊対策サプリ」 

・「マカミアは、授かり率が１９０％（機能性試験より）高ま

る独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合した妊活サプリです。」、

「より実感できるよう厚生労働省推奨モノグルタミン酸型葉
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酸、栄養機能食品成分などバランスよくを配合し妊娠の３ス

テップ『排卵』『受精』『着床』をトータルでサポートして

くれます。」及び「妊活経験者３人が実体験をもとに開発し

た商品は、１日たった２粒で飲みやすいです。」 

・「マカミア（ネンネ）の評価結果」、「排卵サポート ★★

★★★ 独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』、亜鉛、ビタミンＢ」、

「受精サポート ★★★★★ ビタミンＥ、コエンザイムＱ

１０、フルボ酸、メロングリソディン、オレアビータ、レス

ベラトロール」、「着床サポート ★★★★☆ モノグルタ

ミン酸型葉酸、ビタミンＥ、ビタミンＢ２」、「栄養機能食

品 ★★★★★ 亜鉛、ビタミンＢ６、ビタミンＥ」及び「効

果試験 ★★★★★ 検証済み」 

・「総合評価」、「不妊対策ではよく卵子の質やミトコンドリ

アが話題になりますが、授かるためには卵子対策だけでは不

十分で、授かりたいなら、妊娠の３ステップ『排卵』『受精』

『着床』の対策が必要になります。」、「マカミアは、コエ

ンザイムＱ１０やフルボを配合し受精をサポート。着床サポ

ートには、酸厚生労働省推奨『モノグルタミン酸型葉酸４０

０μｇ』とビタミンＥが働きかけてくれます。」、「そして

排卵サポートには、授かり率が１９０％（機能性試験より）

高まる独自製法『ＢＡＳＩＳマカ』を配合しています。妊活

で話題に上がるマカですが、効果試験を行うなど、エビデン

スがあるマカは稀です。」、「ＢＡＳＩＳマカはペルー・ボ

ンボン高原（原産地）のマカを厳選。妊活にうれしいグルコ

シノレート類などの２８種の薬効成分が豊富かつバランスよ

く含有しています。その薬効成分を最大限に活かす独自製法

でエキスパウダーとして抽出することに成功しています。」

及び「リニューアルに伴い新成分追加で妊娠の３ステップ『排

卵』『受精』『着床』をトータルでサポートする力がより一

層ＵＰし評価が高くなっています。」 
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